
証
券
業
協
会
の
店
頭
売
買
有
価
証
券
事
務
に
関
す
る
省
令
（
平
成
四
年
大
蔵
省
令
第
四
十
四
号
）

改

正

案

現

行

店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
等
に
関
す
る
省
令

証
券
業
協
会
の
店
頭
売
買
有
価
証
券
事
務
に
関
す
る
省
令

（
店
頭
売
買
有
価
証
券
の
登
録
の
届
出
）

（
登
録
の
取
消
請
求
）

第
二
条

協
会
は
、
法
第
七
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
店
頭
売
買
有
価
証
券
の
登
録
に
つ

第
二
条

店
頭
売
買
有
価
証
券
の
発
行
者
は
、
法
第
七
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定

い
て
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
書
類
を
大
蔵
大
臣
（
財

に
よ
り
当
該
店
頭
売
買
有
価
証
券
の
登
録
の
取
消
し
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

務
局
長
又
は
財
務
支
局
長
へ
の
権
限
委
任
に
関
す
る
省
令
（
平
成
四
年
大
蔵
省
令
第

は
、
登
録
取
消
請
求
書
に
そ
の
理
由
を
記
載
し
て
大
蔵
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

六
十
四
号
。
以
下
「
権
限
委
任
省
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

ら
な
い
。

大
蔵
大
臣
の
当
該
権
限
が
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
に
委
任
さ
れ
て
い
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

登
録
届
出
書

二

当
該
店
頭
売
買
有
価
証
券
の
登
録
が
法
第
七
十
六
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
当
該
協
会
が
規
則
に
定
め
る
基
準
及
び
方
法
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
示
す

書
類

三

そ
の
他
当
該
店
頭
売
買
有
価
証
券
に
関
し
参
考
に
な
る
資
料

２

前
項
の
届
出
は
、
当
該
店
頭
売
買
有
価
証
券
の
登
録
を
行
お
う
と
す
る
日
の
七
日

前
ま
で
に
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
に

既
に
登
録
さ
れ
て
い
る
株
券
の
発
行
者
が
新
た
に
発
行
す
る
株
券
を
、
発
行
日
取
引

に
よ
り
登
録
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
株
券
を
登
録
し
よ
う
と
す
る
日
の
前
日



ま
で
に
、
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
店
頭
売
買
有
価
証
券
の
登
録
取
消
し
の
届
出
）

第
二
条
の
二

協
会
は
、
法
第
七
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
店
頭
売
買
有
価
証
券
の
登
録

の
取
消
し
に
つ
い
て
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
書
類
を

大
蔵
大
臣
（
権
限
委
任
省
令
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
大
蔵
大
臣
の
当
該
権
限

が
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
に
委
任
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

登
録
取
消
届
出
書

二

当
該
店
頭
売
買
有
価
証
券
の
登
録
の
取
消
し
が
法
第
七
十
六
条
第
一
項
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
当
該
協
会
が
規
則
に
定
め
る
基
準
及
び
方
法
に
適
合
し
て
い
る
こ

と
を
示
す
書
類

三

当
該
店
頭
売
買
有
価
証
券
の
登
録
取
消
し
に
つ
い
て
の
発
行
者
の
同
意
の
有
無

を
記
載
し
た
書
類

２

前
項
の
届
出
は
、
当
該
店
頭
売
買
有
価
証
券
の
登
録
の
取
消
し
を
行
お
う
と
す
る

日
の
七
日
前
ま
で
に
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
発
行
者
に
次
の
各
号
に

掲
げ
る
事
実
が
発
生
し
た
と
き
は
、
当
該
店
頭
売
買
有
価
証
券
の
登
録
の
取
消
し
を

行
お
う
と
す
る
日
の
前
日
ま
で
に
、
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

手
形
若
し
く
は
小
切
手
の
不
渡
り
（
支
払
資
金
の
不
足
を
事
由
と
す
る
も
の
に

限
る
。
）
又
は
手
形
交
換
所
に
よ
る
取
引
停
止
処
分

二

破
産
、
和
議
開
始
又
は
更
正
手
続
開
始
の
申
立
て

三

営
業
又
は
事
業
の
全
部
の
休
止
又
は
廃
止

四

前
各
号
に
掲
げ
る
事
実
の
ほ
か
、
速
や
か
に
登
録
を
取
り
消
す
必
要
が
あ
る
も



の
と
し
て
当
該
協
会
が
規
則
に
定
め
る
も
の

（
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
で
の
売
買
等
に
係
る
報
告
）

（
売
買
成
立
等
の
報
告
）

第
三
条

協
会
員
（
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
を
開
設
す
る
協
会
の
協
会
員
に
限
る
。

第
三
条

協
会
員
は
、
法
第
七
十
九
条
の
二
の
報
告
（
以
下
単
に
「
報
告
」
と
い
う
。

以
下
こ
の
条
及
び
第
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
法
第
七
十
九
条
の
二
第
一
号
か

）
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
所
属
す
る
協
会
の
定
め
る
様
式
に
同
条
に
定
め

ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
報
告
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
報
告
」

る
事
項
を
記
載
し
、
当
該
協
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
協

と
い
う
。
）
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
所
属
す
る
協
会
の
定
め
る
様
式
に
同

会
が
そ
の
協
会
員
に
迅
速
な
報
告
を
行
わ
せ
る
た
め
に
そ
の
規
則
に
お
い
て
指
定
す

条
同
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
、
当
該
協
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

る
方
法
に
よ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

だ
し
、
当
該
協
会
が
そ
の
協
会
員
に
迅
速
な
報
告
を
行
わ
せ
る
た
め
に
そ
の
規
則
に

お
い
て
指
定
す
る
方
法
に
よ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

協
会
が
特
に
指
定
す
る
協
会
員
（
こ
の
号
に
お
い
て
「
指
定
協
会
員
」
と
い
う
。

）
が
取
り
次
い
で
売
買
が
成
立
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
指
定
協
会
員
以
外
の
協
会

員
は
当
該
売
買
に
係
る
報
告
を
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
。
指
定
協
会
員
以
外
の
協
会

員
が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
指
定
協
会
員
に
売
付
け
又
は
買
付
け
の
申
込
み
を
し
た

場
合
で
あ
っ
て
次
条
第
一
項
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
及
び
指
定
協
会
員
以

外
の
協
会
員
が
他
人
の
計
算
に
お
い
て
行
う
売
買
を
受
託
し
、
指
定
協
会
員
に
取
り

次
い
だ
場
合
で
あ
っ
て
同
条
第
二
項
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
も
同
様
と
す

る
。

（
取
引
所
有
価
証
券
市
場
外
で
の
売
買
等
に
係
る
報
告
）

第
三
条
の
二

法
第
七
十
九
条
の
二
第
四
号
に
規
定
す
る
大
蔵
省
令
で
定
め
る
事
項
は

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。



一

売
買
が
成
立
し
た
日
時

二

売
り
又
は
買
い
の
別

三

自
己
又
は
委
託
の
別
（
当
該
協
会
員
が
自
己
の
計
算
に
よ
っ
て
行
っ
た
売
買
で

あ
る
か
、
又
は
媒
介
、
取
次
ぎ
若
し
く
は
代
理
を
行
っ
た
売
買
で
あ
る
か
の
別
を

い
う
。
）

（
売
買
が
成
立
し
て
い
な
い
場
合
）

（
売
買
が
成
立
し
て
い
な
い
場
合
）

第
四
条

法
第
七
十
九
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
自
己
の
計
算
に
お
い
て
店
頭
売
買

第
四
条

法
第
七
十
九
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
自
己
の
計
算
に
お
い
て
店
頭
売
買

有
価
証
券
の
売
付
け
又
は
買
付
け
の
申
込
み
を
し
た
後
、
当
該
売
付
け
又
は
買
付
け

有
価
証
券
の
売
付
け
又
は
買
付
け
の
申
込
み
を
し
た
後
、
当
該
売
付
け
又
は
買
付
け

に
係
る
売
買
が
成
立
し
て
い
な
い
場
合
と
し
て
大
蔵
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
協
会

に
係
る
売
買
が
成
立
し
て
い
な
い
場
合
と
し
て
大
蔵
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
協
会

員
が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
店
頭
売
買
有
価
証
券
の
売
付
け
又
は
買
付
け
の
申
込
み

員
が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
店
頭
売
買
有
価
証
券
の
売
付
け
又
は
買
付
け
の
申
込
み

を
し
た
後
、
午
後
三
時
現
在
（
当
該
協
会
員
の
所
属
す
る
協
会
の
業
務
時
間
が
午
後

を
し
た
後
、
午
後
三
時
現
在
（
当
該
協
会
員
の
所
属
す
る
協
会
の
業
務
時
間
が
午
後

三
時
前
に
終
了
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
午
前
十
一
時
現
在
。
以
下
同
じ
。
）
に
お

三
時
前
に
終
了
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
午
前
十
一
時
現
在
。
以
下
同
じ
。
）
に
お

い
て
、
当
該
売
付
け
又
は
買
付
け
に
係
る
売
買
が
成
立
し
て
い
な
い
場
合
と
す
る
。

い
て
、
当
該
売
付
け
又
は
買
付
け
に
係
る
売
買
が
成
立
し
て
い
な
い
場
合
と
す
る
。

２

法
第
七
十
九
条
の
二
第
三
号
に
規
定
す
る
店
頭
売
買
有
価
証
券
の
売
買
の
受
託
等

２

法
第
七
十
九
条
の
二
第
三
号
に
規
定
す
る
他
人
の
計
算
に
お
い
て
行
う
店
頭
売
買

を
し
た
後
、
当
該
受
託
等
に
係
る
売
買
が
成
立
し
て
い
な
い
場
合
と
し
て
大
蔵
省
令

有
価
証
券
の
売
買
を
受
託
し
た
後
、
当
該
受
託
に
係
る
売
買
が
成
立
し
て
い
な
い
場

で
定
め
る
場
合
は
、
協
会
員
が
店
頭
売
買
有
価
証
券
の
売
買
の
受
託
等
を
し
た
後
、

合
と
し
て
大
蔵
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
協
会
員
が
他
人
の
計
算
に
お
い
て
行
う
店

午
後
三
時
現
在
に
お
い
て
、
当
該
受
託
等
に
係
る
売
買
が
成
立
し
て
い
な
い
場
合
と

頭
売
買
有
価
証
券
の
売
買
を
受
託
し
た
後
、
午
後
三
時
現
在
に
お
い
て
、
当
該
受
託

す
る
。

に
係
る
売
買
が
成
立
し
て
い
な
い
場
合
と
す
る
。

（
協
会
員
へ
の
通
知
及
び
公
表
）

（
協
会
員
へ
の
売
買
高
等
の
通
知
及
び
相
場
表
の
公
表
）

第
五
条

協
会
は
、
法
第
七
十
九
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
通
知
及
び
公
表
を
行
お
う
と

第
五
条

協
会
は
、
法
第
七
十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
行
う
場
合
は

す
る
と
き
は
、
当
該
協
会
の
開
設
す
る
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
に
お
け
る
店
頭
売

、
そ
の
登
録
す
る
店
頭
売
買
有
価
証
券
に
つ
い
て
、
銘
柄
別
に
毎
日
の
売
買
高
及
び



買
有
価
証
券
の
売
買
に
つ
い
て
は
別
表
一
に
定
め
る
事
項
を
、
上
場
株
券
等
の
取
引

売
買
取
引
成
立
価
格
（
最
高
価
格
、
最
低
価
格
及
び
最
終
価
格
（
午
後
三
時
現
在
に

所
有
価
証
券
市
場
外
で
の
売
買
に
つ
い
て
は
別
表
二
に
定
め
る
事
項
を
、
そ
の
規
則

お
け
る
直
近
の
売
買
取
引
成
立
価
格
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
）
を
そ
の
規
則
の
定

の
定
め
る
方
法
に
よ
り
そ
の
協
会
員
に
通
知
し
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
協
会
員
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
七
十
九
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
相
場
表
は
、
別
表
一
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
大
蔵
大
臣
へ
の
報
告
）

（
店
頭
売
買
報
告
書
の
記
載
内
容
）

第
六
条

協
会
は
、
法
第
七
十
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
行
お
う
と
す

第
六
条

法
第
七
十
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
店
頭
売
買
報
告
書
は
、
別
表
二

る
と
き
は
、
当
該
協
会
の
開
設
す
る
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
に
お
け
る
店
頭
売
買

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

有
価
証
券
の
売
買
に
つ
い
て
は
別
表
三
に
定
め
る
事
項
を
、
上
場
株
券
等
の
取
引
所

有
価
証
券
市
場
外
で
の
売
買
に
つ
い
て
は
別
表
四
に
定
め
る
事
項
を
、
大
蔵
大
臣
に

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
表
一
（
第
五
条
関
係
）

別
表
一
（
第
五
条
関
係
）

通
知
及
び

通
知
及
び
公
表
事
項

注

意

事

項

記

載

事

項

記

載

上

の

注

意

公
表
の
区

分

銘
柄
及
び
売
買
取
引
成
立
価
格
（
最
高

一

有
価
証
券
の
種
類
ご
と
に
区
分
し

価
格
、
最
低
価
格
及
び
最
終
価
格
）

て
記
載
す
る
こ
と
。

売
買
の
成

売
買
成
立
日
時
、
有
価
証
券

二

株
券
の
配
列
は
、
産
業
部
門
ご
と

立
の
後
、

の
種
類
、
銘
柄
、
売
買
成
立
価

に
区
分
す
る
こ
と
。

速
や
か
に

格
及
び
数
量

別
表
二
（
第
六
条
関
係
）



毎
日

一

総
取
引
高

一

総
取
引
高
は
、
有
価
証
券
の

二

株
券
、
出
資
証
券
、
新
株

種
類
ご
と
に
区
分
し
、
小
計
を

書
類
の

提

出

区

分

記

載

事

項

記

載

上

の

注

意

引
受
権
証
書
、
新
株
引
受
権

付
し
た
上
合
計
す
る
こ
と
。

種
類

証
券
（
以
下
「
株
券
等
」
と

二

有
価
証
券
の
種
類
ご
と
に
区

い
う
。
）
は
、
銘
柄
別
に
、

分
す
る
こ
と
。

相
場
表

毎
日
及
び
毎

一

株
券
、
出
資
証

一

有
価
証
券
の
種
類
ご
と
に

額
面
金
額
、
売
買
取
引
成
立

三

株
券
の
配
列
は
、
産
業
部
門

月

券
及
び
新
株
引
受

区
分
し
て
記
載
す
る
こ
と
。

価
格
（
最
高
価
格
、
最
低
価

ご
と
に
区
分
す
る
こ
と
。

権
証
券
（
以
下
「

二

株
券
の
配
列
は
、
産
業
部

格
及
び
最
終
価
格
）
及
び
数

四

株
券
等
の
額
面
金
額
は
、
毎

株
券
等
」
と
い
う

門
ご
と
に
区
分
す
る
こ
と
。

量

月
一
回
額
面
五
十
円
以
外
の
も

。
）
は
、
銘
柄
、

三

株
券
等
の
額
面
金
額
は
、

三

転
換
社
債
券
及
び
新
株
引

の
に
つ
き
通
知
及
び
公
表
す
る

額
面
金
額
及
び
売

毎
月
の
相
場
表
に
つ
い
て
の

受
権
付
社
債
権
（
以
下
「
転

こ
と
で
足
り
る
。

買
取
引
成
立
価
格

み
額
面
五
十
円
以
外
の
も
の

換
社
債
券
等
」
と
い
う
。
）

五

転
換
社
債
券
等
の
発
行
価
格

（
最
高
価
格
、
最

に
つ
き
記
載
す
る
こ
と
で
足

は
、
銘
柄
別
に
、
発
行
価
格

は
、
毎
月
一
回
通
知
及
び
公
表

低
価
格
及
び
最
終

り
る
。

、
売
買
成
立
価
格
（
最
高
価

す
る
こ
と
で
足
り
る
。

価
格
）

四

社
債
券
の
発
行
価
格
は
、

格
、
最
低
価
格
及
び
最
終
価

六

最
高
価
格
、
最
低
価
格
及
び

二

社
債
券
は
、
銘

毎
月
の
相
場
表
に
つ
い
て
の

格
）
及
び
数
量

最
終
価
格
は
、
そ
の
日
に
成
立

柄
、
発
行
価
格
及

み
記
載
す
る
こ
と
で
足
り
る

し
た
最
高
、
最
低
及
び
最
終
の

び
売
買
取
引
成
立

。

価
格
を
通
知
及
び
公
表
す
る
こ

価
格
（
最
高
価
格

五

毎
日
の
相
場
表
に
お
け
る

と
。

、
最
低
価
格
及
び

最
高
価
格
及
び
最
低
価
格
は

最
終
価
格
）

、
そ
の
日
に
成
立
し
た
最
高

別
表
二
（
第
五
条
関
係
）

及
び
最
低
の
価
格
を
、
毎
日

の
相
場
表
に
お
け
る
最
高
価

通
知
及
び

通
知
及
び
公
表
事
項

注

意

事

項

格
及
び
最
低
価
格
は
、
そ
の



公
表
の
区

月
に
成
立
し
た
最
高
及
び
最

分

低
の
価
格
を
記
載
す
る
こ
と

。

売
買
の
成

売
買
成
立
日
時
、
有
価
証
券

六

毎
月
の
相
場
表
に
は
、
最

立
の
後
、

の
種
類
、
銘
柄
、
売
買
成
立
価

終
価
格
に
代
え
て
そ
の
月
に

速
や
か
に

格
及
び
数
量

お
け
る
平
均
価
格
（
総
売
買

代
金
を
総
売
買
数
量
で
除
し

毎
日

一

総
取
引
高

一

総
取
引
高
は
、
有
価
証
券
の

た
価
格
）
を
記
載
す
る
こ
と

二

株
券
、
出
資
証
券
、
新
株

種
類
ご
と
に
区
分
し
、
小
計
を

。

引
受
権
証
書
、
新
株
引
受
権

付
し
た
上
合
計
す
る
こ
と
。

証
券
（
以
下
「
株
券
等
」
と

二

有
価
証
券
の
種
類
ご
と
に
区

売
買
高

銘
柄
分
に

銘
柄
別
の
売
買
高

一

有
価
証
券
の
種
類
ご
と
に

い
う
。
）
は
、
銘
柄
別
に
、

分
す
る
こ
と
。

報
告
書

つ
い
て
は
、

報
告
書
は
、
銘
柄
、

区
分
し
て
記
載
す
る
こ
と
。

額
面
金
額
及
び
数
量

三

株
券
の
配
列
は
、
産
業
部
門

毎
日
及
び
毎

数
量
及
び
金
額

二

株
券
の
配
列
は
、
産
業
部

三

転
換
社
債
券
及
び
新
株
引

ご
と
に
区
分
す
る
こ
と
。

月

門
ご
と
に
区
分
す
る
こ
と
。

受
権
付
社
債
権
（
以
下
「
転

四

株
券
等
の
額
面
金
額
は
、
毎

換
社
債
券
等
」
と
い
う
。
）

月
一
回
額
面
五
十
円
以
外
の
も

協
会
員
別

協
会
員
別
の
売
買

一

有
価
証
券
の
種
類
ご
と
に

は
、
銘
柄
別
に
、
発
行
価
格

の
に
つ
き
通
知
及
び
公
表
す
る

分
に
つ
い
て

高
報
告
書
は
、
売
り

区
分
し
て
記
載
す
る
こ
と
。

及
び
数
量

こ
と
で
足
り
る
。

は
、
毎
月

又
は
買
い
の
別
、
数

二

取
引
日
数
、
一
日
平
均
売

五

転
換
社
債
券
等
の
発
行
価
格

量
及
び
金
額

買
高
（
総
売
買
高
を
取
引
日

は
、
毎
月
一
回
通
知
及
び
公
表

数
で
除
し
た
も
の
）
を
記
載

す
る
こ
と
で
足
り
る
。

し
た
書
面
を
添
付
す
る
こ
と

。

別
表
三
（
第
六
条
関
係
）



報
告
の
区

報

告

事

項

注

意

事

項

分毎
日

一

総
取
引
高

一

総
取
引
高
は
、
有
価
証
券
の

二

株
券
、
出
資
証
券
、
新
株

種
類
ご
と
に
区
分
し
、
小
計
を

引
受
権
証
書
、
新
株
引
受
権

付
し
た
上
合
計
す
る
こ
と
。

証
券
（
以
下
「
株
券
等
」
と

二

有
価
証
券
の
種
類
ご
と
に
区

い
う
。
）
は
、
銘
柄
別
に
、

分
す
る
こ
と
。

額
面
金
額
、
売
買
成
立
価
格

三

株
券
の
配
列
は
、
産
業
部
門

（
最
高
価
格
、
最
低
価
格
及

ご
と
に
区
分
す
る
こ
と
。

び
最
終
価
格
）
及
び
数
量

四

株
券
等
の
額
面
金
額
は
、
毎

三

転
換
社
債
券
及
び
新
株
引

月
一
回
額
面
五
十
円
以
外
の
も

受
権
付
社
債
権
（
以
下
「
転

の
に
つ
き
報
告
す
る
こ
と
で
足

換
社
債
券
等
」
と
い
う
。
）

り
る
。

は
、
銘
柄
別
に
、
発
行
価
格

五

転
換
社
債
券
等
の
発
行
価
格

、
売
買
成
立
価
格
（
最
高
価

は
、
毎
月
一
回
報
告
す
る
こ
と

格
、
最
低
価
格
及
び
最
終
価

で
足
り
る
。

格
）
及
び
数
量

六

最
高
価
格
、
最
低
価
格
及
び

最
終
価
格
は
、
そ
の
日
に
成
立

し
た
最
高
、
最
低
及
び
最
終
の

価
格
を
報
告
す
る
こ
と
。



毎
月

協
会
員
別
の
売
り
又
は
買
い

一

有
価
証
券
の
種
類
ご
と
に
区

の
別
、
数
量
及
び
金
額

分
す
る
こ
と
。

二

売
買
日
数
、
一
日
平
均
取
引

高
（
総
取
引
高
を
売
買
日
数
で

除
し
た
も
の
を
い
う
。
）
を
記

載
し
た
書
類
を
添
付
す
る
こ
と

。

別
表
四
（
第
六
条
関
係
）

報
告
の
区

報

告

事

項

注

意

事

項

分毎
日

一

総
取
引
高

一

総
取
引
高
は
、
有
価
証
券
の

二

株
券
、
出
資
証
券
、
新
株

種
類
ご
と
に
区
分
し
、
小
計
を

引
受
権
証
書
、
新
株
引
受
権

付
し
た
上
合
計
す
る
こ
と
。

証
券
（
以
下
「
株
券
等
」
と

二

有
価
証
券
の
種
類
ご
と
に
区

い
う
。
）
は
、
銘
柄
別
に
、

分
す
る
こ
と
。

額
面
金
額
及
び
数
量

三

株
券
の
配
列
は
、
産
業
部
門

三

転
換
社
債
券
及
び
新
株
引

ご
と
に
区
分
す
る
こ
と
。

受
権
付
社
債
権
（
以
下
「
転

四

株
券
等
の
額
面
金
額
は
、
毎

換
社
債
券
等
」
と
い
う
。
）

月
一
回
額
面
五
十
円
以
外
の
も

は
、
銘
柄
別
に
、
発
行
価
格

の
に
つ
き
報
告
す
る
こ
と
で
足



及
び
数
量

り
る
。

五

転
換
社
債
券
等
の
発
行
価
格

は
、
毎
月
一
回
報
告
す
る
こ
と

で
足
り
る
。

毎
月

協
会
員
別
の
売
り
又
は
買
い

一

有
価
証
券
の
種
類
ご
と
に
区

の
別
、
数
量
及
び
金
額

分
す
る
こ
と
。

二

売
買
日
数
、
一
日
平
均
取
引

高
（
総
取
引
高
を
売
買
日
数
で

除
し
た
も
の
を
い
う
。
）
を
記

載
し
た
書
類
を
添
付
す
る
こ
と

。


